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Animal Rescue Activities in Stricken Areas after Hurricane Katrina

ハリケーン・カトリーナ被災地における動物救援活動
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アロハ。まず、皆様に、神戸にまた

戻ってくることができ、うれしく思い

ます。２年前にも参りましたが、お招

きくださいまして、ありがとうござい

ます。戻ってこられて、うれしく思い

ます。

　特に、米国でハリケーン・カトリー

ナのときに、どういう活動が行われたか。世界が、天地

が逆転してしまうようなことが起きました。ちょうど阪

神大震災に相当する大災害で、いろんな変化が起きまし

たので、その事例を御紹介したいと思います。なぜ、そ

ういうことが起きたか、日本と類似の経験となったかと

いうことをお話しします。

   ハリケーン・カトリーナが 2005 年８月 29 日に起こり

まして、何百万人という米国の人たちは、家族やペット

が甚大な被害に苦しんだことをテレビで見ました。ごら

んになった方、いらっしゃいますか。テレビで、世界中

で報道されたことと思います。

　そして、人間も、それから動物たちも救援活動を受け

ました。このハリケーン・カトリーナの体験から、ペッ

トを決して置き去りにしないという活動が生まれまし

た。どういう意味があるかというと、九つの全米の動物

愛護組織が結託しまして、一つの提案を行いました。い

つも、そういう結託した状態ではないんですけれども、

カトリーナの被災のときに、そういう連盟ができまして、

全米動物救済、またシェルターのための連盟という名前

になりました。

　この連盟に参加している組織は、アメリカン・ヒュー

メイン・ソサエティー、ＡＳＰＣＡ、また、全米ナショ

ナル・アニマル・コントロール・アソシエーション、ベ

スト・フレンド・アニマル・サンクチュアリー、また米

国コード３アソシエイツ、また私が代表をしております

のは動物ウエルフェア・ソサエティーであります。これ

らの九つの組織が一団となって、地域社会を前に進めて

いきました。そして、テレビなどの報道にも、ペットを

置き去りにしない運動というのを始めました。 

   テレビでいろんなシーンが報道されました。ハリケー

ン・カトリーナの被災、そして、その後の対応に問題が

あるところも示されました。例えば、輸送のための車を

待って列をなしているところ、それから置き去りにされ

た犬など。世界じゅうのテレビで紹介された少年の写真

はここにないんですが、スノーボールという、ちっちゃ

な彼の白い犬を連れていくことが許されなくて、泣き

じゃくっていたシーンです。多くの米国民が心を動かさ

れました。そして、ある議員が、その米国民とともにテ
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レビを見ていて、法令をつくらなくてはならないという

ことを決意しました。決してペットが置き去りにされて、

人々が悲しい思いをしないようにということで、スノー

ボールは決して家族と再会することができませんでし

た。スノーボールと少年のこの出来事がきっかけとなっ

て、ペット法令という法律ができました。連邦政府の法

令です。  

   ペットの法令というのは、ペットの避難と輸送基準に

関する法令です。これは連邦法として、ハリケーン・カ

トリーナがやってきた１年後に制定されました。これに

よって、国のレベルで、それまでは米国にはこういう法

令がなく、何とか動物の避難ということに気を遣ってる

人はいたんですが、国のレベルでの法令というものがあ

りませんでした。でも、国民の衛生、また、人畜共通の

疾患などの懸念、コントロールはあったんですけれども、

いわゆるコンパニオン・アニマルのケア、また、ウエル

フェア、福祉についての法令はありませんでした。ｽﾀｯﾌ

ｫｰﾄﾞ法令とも呼ばれておりまして、大災害が起きた場合、

それが二次被害が起こらないように、それを予防するた

めに、連邦政府から資金が提供されるという中身の法律

になっております。カトリーナの結果、これが生まれて

きたわけですが、ＦＥＭＡと呼ばれる連邦政府緊急管理

局がありまして、これが第一の動物救援保護などの担当

の局になっています。簡単にこの法令を言いますと、米

国で州が計画を持っていない、つまり、ペット動物やサー

ビス犬への災害時の対応について計画がない、そういう

場合に、非常に大きな州とか地域で対応し切れない場合

には、連邦政府が支援に乗り出すというものです。でも、

その特定の州に計画がなければ、資金や支援が連邦政府

から提供されない。もし計画があった場合には、必要と

なった費用などが連邦政府から償還されるわけですけれ

ども、そのために、さまざまな州や地域が、こういう緊

急時の対策実施計画に取り組むようになりました。もし、

そういった計画があらかじめなければ、災害が起きたと

きに、いろんな機械や資材など、必要なものを購入した

費用が償還されないからです。  

   この法律について、二つ申し上げたいことがあります。

　どういう動物を対象としてるか。これは、家庭で飼っ

ているペット犬。この家庭で飼ってるペット犬というの

は、犬、猫、鳥、ウサギ、齧歯類、あるいはカメと定義

されています。ビジネスとか食べ物にするために飼って

いるのではなく、かわいがって楽しむための動物です。

　これに、新たな連邦政府の法令で、サービス動物とい

う定義もできました。何か大災害が起きたときに、その

州が、どういう資源が必要かという計画を立てていない

場合には州が負担しなくてはならないということになっ

ており、すべての州が急いでその計画を立てるようにし

ました。

　ＦＥＭＡと呼ばれる連邦政府緊急管理局は、私たちが

ともに協力して、この計画を立案しているパートナーで

す。それから、ＵＳＤＡと呼ばれる米国農業省がありま

して、これもペットに関する対策というのを持っていま

す。人の健康や福祉に関連する領域で仕事をしておりま

す。  

    歴史的な快挙と、これはなったわけです。この会議で、

日本でも大災害が起きたと。国の委員会二つに参加した

ことがあります。政府がどのように計画、コンパニオン
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動物について定義をするかということに興味がありまし

た。以前には、そういうことはありませんでした。これ

はいい動きだったと思います。つまり、動物管理、動物

のシェルターを提供する、また、動物救援にかかわって

いる人たち、また、獣医師の方々の社会的なステータス

を改善、向上させることにもなりました。

　コンパニオン動物の救援というのが、米国で全米的に

一貫して行われるようになりました。消防局、警官、ま

た医療関係者も、非常に明確な定義を立てることによっ

て、コンパニオン動物の扱いをする人たちが、救急の例

えば消防士、警官とともに尊敬を集めるようになってい

ます。全米、連邦政府から各地域のレベルまで、それが

徹底してきております。

　法律について少し申し上げましたが、実際にハリケー

ン・カトリーナ以降、どういうことが起きたかを、そし

て、対応がずっとよくなったということを御紹介したい

と思います。まだまだすべき課題は残っておりますが、

被災時の対応はよくなりました。 

   2007 年 10 月に、カリフォルニアの山火事が発生しま

した。100 万人以上の人間が避難しました。サンディエ

ゴの地域で避難したわけですが、人々がペットを連れて

逃げることも受け入れられ、また、奨励されました。こ

れは大きなコロシアムですが、いろんな動物が集まって

いますが、ペットとともに避難してきている人も多く、

政府ではなく、ＮＧＯの組織が協力して対応に当たりま

した。ペットや人々の被災時の救援をして、家族とペッ

トが一緒にいられるように手配しました。非常にユニー

クな、初めてそれが実行に移された出来事でした。ハリ

ケーン・カトリーナ以降、初めての試みでした。そして、

連邦、全米規模の被災、災害となると、この避難にかかっ

た費用が、ＦＥＭＡから償還されることになりました。

残業したときの給料、また、機器、装置、使わなくては

ならなかったもの、つまり、家庭のペットの救援、それ

から、シェルターに保護する、また、ケアをするための

費用というものが償還されることになりました。

　これは洪水、ハリケーンとはまた違った種類の災害で

はありますけれども、何百万人、100 万人以上の人々の

避難が成功しました。 

    次に、2008 年、ルイジアナ州で、ハリケーン・カトリー

ナ以降、また大きなグスタヴと呼ばれるハリケーン、嵐

が起きました。この場合、どのように人々をニューオー

リンズの北部に輸送するか、そして、安全裡に被災地か

ら移すための演習を何度も重ね、農業省とも協力して、

エアコンつきのトラックを使って動物の移送もするとい

うことを演習してきました。大きなエアコンつきのト

ラックに動物を積み込んで、人々はバスに乗って移送さ

れ、大規模シェルターまでの人間とペットの移送が成功

しました。 
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    これが大規模なペットのためのシェルターです。被災

地から運んできたもので、ルイジアナ州の政府のチーム

が計画を立て、それと、九つの全米規模の動物福祉組織

との協働で実行されたもので、こういった設備を設置し、

ニューオーリンズの安全な場所に移送しました。嵐はそ

れほど大きな災害をもたらさなかったので、全員が避難

しなくてはならないわけではなかったんですけれども、

非常にいい教訓となりました。  

    そして、ルイジアナの獣医師学校、また獣医師協会が

あり、また州の政府、ＮＧＯ、動物シェルター救援の関

連の人々が一致協力して、ＬＳＡＲＴという組織をつく

り上げました。ＬＳＡＲＴ、Ｌ、Ｓ、Ａ、Ｒ、Ｔと呼ば

れるもので、チームを組んで、関係者が協力をしながら

計画を立てました。ウエブサイトのアドレス、ｗｗｗ．

ｌｓａｒｔ．ｏｒｇ、大変役に立つ内容が記載されてお

ります。避難に関するトレーニングや企画に関する大災

害のときの避難が必要な場合の有効な情報がありますの

で、ごらんになってください。

　いずれにしても、非常に政府、大学、それから、民間

の協力がうまくいきました。その数日後に、ハリケーン・

アイクはこの地を襲いました。これを見ていただきたい

のですが、この家、見えますか。これがガルバストンの

アイランドと呼ばれるとこですが、新聞で報道されたか

どうかわかりませんが、この家は建てられたばっかりで、

ハリケーンが来ても大丈夫という家だったんです。何

百万ドルをかけてこの家を建てた人がいるんですが、そ

れだけが残っていて、あとは全部押し流された状態です。

非常にひどい災害がありました。 

    ハリケーン・アイク、2008 年にやってきまして、こ

れも計画や演習を入念にしておりましたので、非常によ

い、敏速な対応がとられました。全米の組織も乗り出し

ました。トレーニングを行い、連邦政府のパートナーと

も、最大によいシェルターへの保護ができるように実習

し、ワクチン接種、疾病の防止など、安全裡に対応がと

られるように準備を重ねておりました。動物を保護し、

家族と再会して、また家に戻ることができるようにした

いという願いでして、これも成功しました。ハリケーン・

アイクにとっては、敏速でよい対応がとられました。

 

    九つの異なる組織が対応しました。The Houston ＳＰ

ＣＡ、これもＮＧＡの組織の一つです。ペットの保護活

動に乗り出しました。州のテキサスの SART と呼ばれる

動物対応チームの一員として活動に参加しました。ここ

でも、ただ一般の人々から慈善活動ということで資金を

募るだけではなく、政府から費用が出るということで、

大きな変化が生じたわけです。必要な人たち、人材、資
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源を送り込んで、寄附がなければ破産してしまうという

のが過去だったわけですが、そうではなくなりました。

動物の保護は人間の保護につながると。というのは、人

間も動物も家族だからということで、経済的な基盤がな

ければ大きなことができませんけれども、それができる

ようになりました。  

    ペットについての計画が、連邦政府、各市町村、州な

どで行われております。ハワイ州でも 2008 年５月６日

に、ハワイ州の災害対策計画に含まれるという法令に調

印しました。そして、ペット救済のためのリソースとい

うのは、行政が法のもとの責任において拠出することに

なりました。 

    米国では、州が緊急時の支援機能をＥＳＦと呼んでい

るんですが、定義しています。私たちもハワイ州で、ペッ

トのための避難、保護のための支援機能を設定しました。

19 番と言われているプランです。これは政府が認識し

たもので、ペットも支援機能に含まれなくてはならない

ということを認めたものです。政府で仕事をしている人

は、人間を助けることに手いっぱいで、ペットまで手が

回らないと考える人が多いわけですが、ペットの保護が

なくして、家族の保護はありません。シェルターにペッ

トだけ置いて逃げる人というのは、ほとんどいません。

    ハワイでは、これがどのように機能してるのか。州の

組織ができました。動物福祉の組織、ＨＡＡＷＡという

組織ができました。ハワイ州動物福祉局協会の頭文字を

とったものです。ＨＡＡＷＡと呼ばれます。

    ハワイでは、それぞれの島が異なる郡となっています。

ハワイ島、それから、マウイ島というのはマウイ郡となっ

ています。それから、オアフ、これはホノルルがあって、

多くの人が住んでいます。私はマウアイで、ここにそれ

ぞれにヒューメイン・ソサエティーという組織がありま

して、それぞれの郡で動物管理の仕事を、その郡のため

にしています。政府とも契約を結んで、ＮＧＯなんです

が、政府と契約をして、そういう仕事をしております。
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動物管理をそれぞれの郡でしており、また、ＥＳＦ＃ 19

のもとに、ペットのシェルター、保護を行う。また、災

害が起きたときの救援、保護の第一の責任をとることに

なっております。何か一つの島、あるいはその一部で嵐

がやってきたと、州全体に及ぶのではないという場合、

例えば、オアフでそれが起きた場合にも、カウワイやそ

の他の島から支援がやってきます。 

    日本でも似てると思いますが、ハリケーンが来ても大

丈夫なシェルターをつくっています。ただ北に運転して

いけば、どこか大丈夫なところに行けるという状況では

ないからです。

　非常に、ハワイが何とかできる以上のものであれば、

今度は連邦政府の方がサポートをしてくれます。そして、

そのような出来事に対しまして対応してくれます。ペッ

ト法令が通過しましたので、ＥＳＦ＃ 19 がありますの

で、ハワイは現在、このさまざまな経費ですが、ハワイ・

ヒューメイン・ソサエティーでかかった経費ですけれど、

それを連邦政府から払い戻してもらうことができます。

ですから、連邦政府が来て、そして、例えば、アリゾナ、

カリフォルニアの方から資源を送ってくれるというこ

と。 

    さらに、このパートナーシップというのがありまして、

そして、９の全国の組織があります。これは愛護組織な

んですけれども、その組織もまた我々を支援しています。

例えば獣医師会、それから、また動物病院の協会、たく

さんの合意ができております。したがって、あらかじめ

このような嵐、あるいは何かインシデントなどがありま

したら、避難、あるいは嵐の後の活動で支援を得ること

ができます。このようなものがあらかじめできていれば、

そして、みんな、こういうようなものに調印しておけば、

すべて払い戻しができております。全体として、そのよ

うな機能が地域を助けてくれるということです。

    計画、それから、また準備というのは非常に必要不可

欠です。私どもは合意体制がそれぞれできています。そ

のほかのヒューメインの組織と、また州、また赤十字、

州政府、教育農業、ハワイの獣医師会など、そのほかの

団体と協力するための体制をつくっております。

　ヒューメイン・ソサエティーですけども、学校区があ

ります。こういうようなところでは、まだ起こっていな

いんですけれど、我々ですけど、例えば知事の方が、犬

や猫、あるいはカメ、それからウサギですけれども、学

校に入ってくることができると。避難をしなければなら

ないとき、また、家族を保護しなければならないときに

は、今まで経験したことがないので、ノミもいるし、嫌

だ、嫌だというふうに言うわけです。それで、テーブル

に座りまして、そして、その人たちと一緒に話し合いま

した。考え方というのは、人々、それから犬、あるいは

ペットを全部同じ部屋に入れるというわけではないとい

うこと。非常に管理された環境のもとで、人々が一つの

部屋にいて、ペットは別の部屋にいるんだということを

説明します。でも、自分たちのペットの面倒は見なけれ

ばならないけれども、管理するということで、できるだ

け簡単に後で、一体ハワイでどういうことをしようとし

てるかということをお見せしたいと思います。愛護ある

いは救援の緊急事態で、どういうふうに保護するかとい

うのをお見せしたいと思います。

　州ですが、我々は全部いろいろな島から来まして、ト

レーニングをします。同じプランを使って、同じ言語を

しゃべるようにしております。実際に、この連邦のモデ

ルを使っています。連邦政府から下にいて、すべてトレー

ニングを受ける、いわゆるＩＣＳ、Incident command 

system というのをやっております。ＩＣＳというのを

聞かれたことがある方はいらっしゃいますか。このよう

なシステムが日本にありますでしょうか。これは、国の

対応の枠組みなんですけれども、アメリカで同じ言語を

学ぼうということで、これは事故があったときの指令で

す。これは軍部から来た、それから、消防から来ており

ますけれども、みんな、現在使っています。
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　この結果として、ほかのコミュニティーの、例えば消

防署であるとか、それから、警察であるとか、あるいは

緊急にかかわっている人々たち、この言語をもう何年も

使っております。そして、我々もトレーニングにおきま

して、それを使っています。その結果としまして、協力

体制もよくできております。そして、この専門知識、あ

るいは専門家を持ってくることができました。このコン

トロールをしながら、シェルターに持ってくるというこ

とができるようになりました。 

    それでは、これですけれども、ほかの演者もいらっしゃ

いますので、ざっと行きたいと思います。こちらに、こ

れはコピーをつくりました。皆様方もお持ちかどうかわ

かりませんけれども、Ｋｎｏｔｓにコンタクトしていた

だければ、入手できると思います。

　基本的に、どういうふうになっているかということで

すが、我々がこの緊急ペットシェルターを設置するんで

すが、これ、先週練習いたしました。ノースショアから

多くの人たちを、非常に高い波があるということで、

50 フィートの波がハワイに来ました。先週来たんです。

ですから、練習をしました。そして、たくさんの人たち

がオープンシェルターに避難いたしました。そして、我々

の人をヒューメイン・ソサエティーから送っております。

そして、ペットの管理をするということ。非常にうまく

いきました。この我々の計画を練習したということにな

ります。そして、どのようにするかということによりま

して、こちらですけれども、シェルターで１人しかいな

い場合もあります。あるいは理想的には十分な人をト

レーニングいたしまして、ボランティアもそうです。ス

タッフもトレーニングをいたしまして、たくさんのボラ

ンティアが必要です。人の担当、それから犬の担当、猫

の担当、それからまた獣医の担当というふうに決めてい

くわけです。 

    この計画では、ボランティアですが、あるいはスタッ

フがいまして、カラーコーディングをしております。す

なわち、経験に応じて色分けをするわけです。紫という

のは最も弱いということで、動物を扱う経験がありませ

ん。人々のみの対応をするということで、動物は扱いま

せん。グリーンですが、動物を扱う経験が少しある。そ

して、また、扱いやすい動物を使うということ。それか

ら、黄色から赤まであります。赤というのは最も経験の

あるマネジャーです。動物を扱う経験も抱負であるとい

うふうに色分けをしております。 

   そして、協力をしまして、動物の行動状態のコード分

けもしています。色分けをしています。このような非常

にストレスの高い状況で、そして、また家から出ていっ

て、非常に恐れている。そして、かみついたりする場合

もあるでしょう、ハンドリングも難しいという場合もあ
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    緊急時のペットシェルターのためのステップとして、

八つあります。 

るでしょう。ですから、経験がある人たちが、このよう

な動物の行動状態も色分けしています。緑のマークです

けれども、友好的な動物です。ボランティアでも、余り

経験のない人もうまくできる。それから、黄色、赤まで

います。赤というのは非常に経験のあるボランティアが、

ここに対処するということです。

　我々だけがやっているのではありません。この飼い主

が来て、そして、我々の監督のもとにケアをしてもらい

ます。そして、飼い主ですけれども、非常にストレスの

高い環境でもって、我々、動物を見ないといけない場合

があります。したがいまして、こういうふうなマーキン

グによりまして、安全に扱おうというものです。

    発令というところ。これはだれでもできるということ

ではありません。すなわち、まず人を明確にいたします。

カウアイ・ヒューメイン・ソサエティー、あるいはホノ

ルルのパートナーです。それから、開始時ですけれども、

全体的にアセスメントします。シェルター、あるいは学

校の場合がありますけれども、どこで作業をするのかと

いうこと。どのようなシェルターの状況であるのかとい

うことも評価いたします。 そして、設置します。それ

から、チェックインのプロセスが始まります。皆そこに

いて、そして、入りたいということです。そして、滞在、

チェックアウト、清掃、そして最終は終了時のアセスメ

ントということで、非常にシンプルのように見えますけ

ど、実際にはそうではありません。 

　まず、一番最初の発令ですけれども、これは担当局に

よって、ボランティアとかスタッフができるわけではあ

りません。ＫＨＳへの通報によりまして、できるという

ものです。 

　それから、開始時のアセスメント、評価ですけれども、

これ、スタッフが入っていって、そして見回ります。そ

して、このペットの設置をする前に、部屋の様子はどう

なのか。それから、また学校でしたら、校長先生に連絡

をいたしまして、問題があれば、それをあらかじめ話し

ておくということ。それからＥＰＳ、緊急ペットシェル

ターの設置を行います。そして、これは我々が行います。

　我々がボランティアをトレーニングいたしまして、１

カ月に１回、現在は行っています。そして、年間を通し

て行っております。第２土曜日ですけれども、来てくだ

さいということで、そして、２時間半のトレーニングに

なっています。非常にシンプルです。ずっと順番に見せ

ていきます。見回りということで、どのようにこれを設

定するのか、小さな場所で、犬猫ですけれども、基本的

なものを教えます。そして、練習してもらいまして、キー

となるのは、このような部屋はどういうふうになるのか

ということ。すなわち、犬のすぐ横に猫を置くというこ

とではなくて、食べ物をあげるところのスペースも必要

ですし、そして、いろいろなものですけれど、シェルター

に関連するものがあります。詳細は申し上げませんけれ

ど、これはどのように動き、動線があるかということ。

　それから、ボランティアもあります。それから、ボラ

ンティアも同じトレーニングを提供します。マニュアル

を提供して、そして、大体どういうような感触かという

のをつかんでもらいます。  
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　そして、また通常のボランティアのトレーニング、こ

れは２時間のセッションです。ボランティア、また 12

時間の実際のシェルター、犬猫がいる、あるいは人がい

るところで仕事をしてもらいます。そして、また、その

後で緊急のシェルターということです。例えば、今週嵐

が来るとか、そういうような場合には、それを自覚して

もらわなければなりません。そういうようなものをあら

かじめ構築していくということが重要になってきます。 

    そして、チェックインのプロセス、受け入れ、登録の

プロセスです。日本ではどうかわかりませんけれども、

この緊急用のシェルターですが、アメリカ全体でもって、

赤十字などがそうですけれども、自分たちの、例えば５

日分の水を持っておきなさい、それから、また食べ物で

あるとか、水であるとか、ハワイでも同じことを依頼し

ております。したがいまして、災害用のキットですが、

ペット用にも準備しなければなりません。そして、人が

あらわれます。飼い主があらわれたときに、キットがな

いという場合があります。

　すべてのペットですけれど、移動の家、すなわちクレー

ト、ケージが必要になります。住めるところ、１週間入

れるところです。座ったり、あるいは横になったりする

十分なスペースがあることと、我々、シェルターでも販

売しております。例えば犬のクラスなどがありまして、

そして、ペットの災害のクラスなどでもってお話しして

おりますけれども、入って……。そして、シェルターに

入りたいと。クレートがあれば、そのまま手続へ行きま

す。なければ、我々のサプライ具を見てみます。十分な

ければ、このペットを車の中に維持しなければならない

場合があります。これは最後の手段なんですけれども、

我々としましては、飼い主はできるだけ、このようなペッ

トのケージを用意するようにと言っております。

 

    飼い主の責任でありますが、自分たちのペット、例え

ば、食べ物を与えたり、ペットの世話をする、散歩をさ

せるなどの責任があります。面会時間として、このよう

にシェルターへの面会時間が決まっております。そして、

犬を散歩させている間、そういうような場合には、猫あ

るいは鳥などは外に出ないということです。

    そして、こういうような形で、イベントによりまして

何日かというのは決まってくるわけですけれども、そし

て、終わったらチェックアウトがあります。この飼い主

が自分たちの動物を連れて出なければなりません。ほか

の動物を連れていくということがあってはいけませんの
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で、チェックアウトのプロセスがあります。

　先ほども申し上げましたけれども、地震があったとき

にシェルターを設置します。その手順はどうなっている

のかということですけれども、できるだけ家族を一緒に

するというのが我々のゴールです。動物が別のところに、

あるいは放棄されてしまっているということのないよう

にするわけです。それが我々の目的です。 

    それから、清掃のところに入ります。動物が撤去をさ

れる、あるいは動物が連れていかれると、きれいに整復

しなければなりません。成功裏にこの活動を維持するた

めには、クロージング、この清掃、それから終了時のア

セスメントというのが非常に重要です。  

　そのほかの政府の機関とうまくやっていくためには、

ペットを今、学校でも、それから、その他の建物でも受

け入れられているわけです。州立の建物があって、そし

て、非常に抵抗のある人たちもいるわけです。したがっ

て、我々はこれをどういうふうにできるか。それから、

また、悪影響を及ぼさないために、どういうことをして

いるかということ。そういうようなこともお話をしてお

ります。このようなプランですが、パネルでまたお話し

したいと思います。 

    最後になりましたけれども、こういうようないろんな

ことですけれども、ボランティアなしでは行っていくこ

とはできません。この前ですが、日本で最もすばらしい

ボランティアの方々にお目にかかりました。スタッフは

十分ではありません。こういうような作業をしていくた

めに、動物のためにいろいろなことをしていくためには、

ボランティアの皆様の協力というのが非常に必要です。

　ボランティアの方々はトレーニングが必要ですけれど

も、いつも皆様に本当に感謝、感謝をしております。我々

家族を維持、そして、保護してくれています。ありがと

うございました。 


